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(

6)

文
化
財

新
市
に
お
い
て
、
文
化
財
の
保
存
・
活
用
方
針
を
定
め
、

文
化
財
の
保
存
と
活
用
の
推
進
を
図
る
。

(

7)
人
権
啓
発
事
業
に
つ
い
て
は
、
新
市
に
移
行
後
、
速

や
か
に
調
整
す
る
。

19-

23
都
市
計
画
の
取
扱
い

(

1)

新
市
の
総
合
振
興
計
画
と
の
整
合
を
図
り
、
新
市
の

都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
を
策
定
す
る
。
新
市
に
お
い
て
、

緑
の
基
本
計
画
を
策
定
す
る
。
ま
た
、
中
心
市
街
地
活
性
化

基
本
計
画
等
に
つ
い
て
は
、
新
市
へ
継
承
す
る
。

(

2)

都
市
公
園
の
使
用
料
に
つ
い
て
は
、
新
市
に
移
行
後
、

社
会
体
育
施
設
と
し
て
位
置
付
け
を
し
、
料
金
は
調
整
す
る
。

ま
た
、
占
用
料
に
つ
い
て
は
、
新
市
に
移
行
後
都
市
公
園
管

理
者
が
管
理
し
、
料
金
は
調
整
す
る
。
そ
の
他
公
園
（
町
管

理
公
園
）
に
つ
い
て
は
、
現
状
を
新
市
に
継
承
す
る
。

(

3)

都
市
下
水
路
に
つ
い
て
は
、
新
市
に
お
い
て
公
共
下

水
道
（
雨
水
）
に
移
行
す
る
。

(

4)

都
市
計
画
審
議
会
に
つ
い
て
は
、
新
市
に
お
い
て
新

た
に
設
置
す
る
。

(

5)

開
発
指
導
要
綱
に
つ
い
て
は
、
新
市
に
お
い
て
面
積

要
件
を
調
整
し
、
要
綱
か
ら
条
例
に
移
行
し
統
一
す
る
。

(

6)

放
置
自
転
車
等
対
策
に
つ
い
て
は
、
新
市
に
移
行
後

統
一
す
る
。

(

7)

駅
周
辺
整
備
、
街
路
事
業
、
土
地
区
画
整
理
事
業
、

雨
水
事
業
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
ま
ま
新
市
に
継
承
す
る
。

19-

24
建
設
関
係
事
業
の
取
扱
い

(

1)

指
名
競
争
入
札
の
指
名
参
加
願
の
有
効
期
間
及
び
提

出
時
期
に
つ
い
て
は
、
新
市
に
移
行
後
統
一
す
る
。
た
だ
し
、

新
市
で
の
受
付
ま
で
は
、
旧
町
に
よ
る
受
付
を
有
効
と
す
る
。

(

2)

合
併
時
に
お
け
る
各
町
道
に
つ
い
て
は
、
全
て
新
市

に
継
承
し
て
市
道
と
す
る
。

(

3)

道
路
の
除
草
（
伐
採
）
等
に
関
し
て
は
、
新
市
移
行

後
、
集
落
内
市
道
に
つ
い
て
は
地
元
管
理
を
要
請
し
、
集
落

間
市
道
に
つ
い
て
は
1
・
2
級
を
問
わ
ず
市
が
管
理
す
る
。

(

4)

新
規
道
路
の
認
定
基
準
に
つ
い
て
は
、
新
市
に
お
い

て
新
た
な
基
準
を
策
定
す
る
。

(

5)

道
路
整
備
の
用
地
取
得
基
準
に
つ
い
て
は
、
新
市
に

移
行
後
、
速
や
か
に
調
整
、
統
一
す
る
。
な
お
、
整
備
基
準

に
つ
い
て
は
、
現
行
の
ま
ま
新
市
に
継
承
す
る
。

(

6)

道
路
除
雪
体
制
に
つ
い
て
は
業
者
委
託
を
基
本
と
し
、

現
行
の
除
雪
路
線
を
減
少
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
均
衡
上
必
要

が
あ
る
場
合
は
追
加
も
考
慮
し
、
新
市
に
移
行
後
速
や
か
に

調
整
す
る
。
ま
た
、
美
山
町
の
町
有
機
械
委
託
に
つ
い
て
は
、

新
市
に
移
行
後
調
整
す
る
。
な
お
、
除
雪
機
貸
付
に
つ
い
て

は
、
新
市
に
移
行
後
地
域
間
調
整
を
図
り
統
一
す
る
。

(

7)

河
川
環
境
整
備
事
業
の
府
管
理
河
川
の
委
託
作
業
に

つ
い
て
は
、
新
市
移
行
後
も
京
都
府
か
ら
受
託
し
、
地
元
等

に
再
委
託
す
る
。
ま
た
、
各
区
に
よ
る
町
管
理
河
川
の
作
業

に
つ
い
て
は
、
地
域
の
主
体
性
を
活
か
し
な
が
ら
、
一
定
基

準
を
設
け
調
整
を
図
る
。
町
発
注
に
よ
る
河
川
管
理
工
事
に

つ
い
て
は
、
現
行
の
ま
ま
新
市
に
継
承
し
、
必
要
に
応
じ
て

予
算
措
置
を
す
る
。

(

8)
新
市
移
行
後
、
建
設
工
事
に
伴
う
地
元
分
担
金
は
徴

収
し
な
い
。
た
だ
し
、
単
独
事
業
に
つ
い
て
は
、
用
地
等
の

寄
付
を
要
件
と
す
る
。

(

9)

生
活
道
路
（
舗
装
）
に
伴
う
補
助
金
に
つ
い
て
は
、

町
道
は
町
が
事
業
主
体
と
な
る
た
め
、
要
綱
を
整
備
し
新
市

に
継
承
す
る
。
ま
た
、
2
メ
ー
ト
ル
以
上
の
そ
の
他
道
路
に

つ
い
て
は
法
定
外
と
な
る
た
め
、
一
定
基
準
を
設
け
要
綱
を

整
備
の
上
、
新
市
に
継
承
す
る
。

19-

25
公
営
住
宅
の
取
扱
い

(

1)

一
般
公
営
住
宅
の
施
設
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
ま
ま

新
市
に
継
承
す
る
。

(

2)

特
定
公
共
賃
貸
住
宅
に
つ
い
て
は
、
新
市
の
住
宅
マ

ス
タ
ー
プ
ラ
ン
の
位
置
付
け
の
中
で
調
整
す
る
。

(

3)

そ
の
他
住
宅
の
施
設
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
ま
ま
新

市
に
継
承
す
る
。

(

4)

府
営
住
宅
に
つ
い
て
は
、
受
託
管
理
を
整
理
す
る
方

向
で
調
整
を
図
る
。
な
お
、
敷
地
に
つ
い
て
は
、
新
市
に
継

承
す
る
。

(

5)

新
市
に
お
い
て
、
入
居
者
選
考
委
員
会
を
新
た
に
設

置
す
る
。

(

6)

新
市
移
行
後
、
各
町
の
現
行
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
と
地

域
性
を
考
慮
し
、
新
た
な
住
宅
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
を
策
定
す

る
。

(

7)

公
営
住
宅
建
替
え
計
画
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
ま
ま

新
市
に
継
承
す
る
。

(

8)

住
宅
等
火
災
に
伴
う
廃
材
処
分
費
補
助
金
に
つ
い
て

は
、
新
市
移
行
後
、
個
人
負
担
の
一
部
を
補
助
す
る
。
後
継

者
住
宅
新
築
・
改
築
資
金
償
還
助
成
補
助
金
に
つ
い
て
は
、

新
市
移
行
時
に
廃
止
す
る
。
た
だ
し
、
旧
町
に
お
い
て
決
定

し
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
償
還
期
間
の
終
了
ま
で
新
市
に
引

き
継
ぐ
。

(

9)

子
育
て
若
者
受
入
れ
対
策
事
業
に
つ
い
て
は
、
新
市

に
お
い
て
他
の
関
連
事
業
と
調
整
を
図
り
実
施
す
る
。

19-

26
上
水
道
等
の
取
扱
い

(

1)

執
行
体
制
等
に
つ
い
て
は
、
新
市
に
お
い
て
、
事
業

の
運
営
に
つ
い
て
調
査
及
び
審
議
す
る
た
め
、
水
道
審
議
会

を
設
置
す
る
。
ま
た
、
新
市
移
行
時
に
管
理
者
を
設
置
し
な

い
。

(

2)

2
町
の
上
水
道
事
業
及
び
4
町
の
簡
易
水
道
事
業
並

び
に
2
町
の
飲
料
水
供
給
施
設
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
ま
ま

新
市
に
継
承
し
、
移
行
後
は
継
続
事
業
を
進
め
る
と
と
も
に
、

事
業
の
統
合
を
検
討
す
る
。
水
道
使
用
料
に
つ
い
て
は
、
新

市
移
行
後
も
当
分
の
間
（
5
年
以
内
）
は
現
行
の
料
金
体
系

と
す
る
。
ま
た
、
新
市
に
お
い
て
事
業
統
合
を
主
と
し
た
新

た
な
事
業
計
画
を
策
定
す
る
と
と
も
に
、
使
用
料
の
統
一
化

に
向
け
水
道
審
議
会
に
諮
り
調
整
す
る
。

(

3)

上
水
道



合合合合併併併併協協協協議議議議会会会会だだだだよよよよりりりりvvvvooooIIII ....11110000

（20）

ア

上
水
道
事
業
に
つ
い
て
は
、
新
市
移
行
後
に
お
い
て
も
上

水
道
会
計
（
公
営
企
業
法
適
用
）
と
し
て
継
続
す
る
。

イ
　
新
市
に
移
行
後
、
新
た
な
事
業
・
財
政
計
画
を
策
定
す

る
。

ウ
　
保
安
業
務
に
つ
い
て
は
、
新
市
移
行
時
に
危
機
管
理
マ

ニ
ュ
ア
ル
を
策
定
す
る
と
と
も
に
、
適
正
な
業
務
体
制
を
整

備
す
る
。

エ

施
設
管
理
体
制
に
つ
い
て
は
、
新
市
移
行
時
に
管
理
業
務

を
統
一
す
る
。

(

4)

簡
易
水
道
及
び
飲
料
水
供
給
施
設

ア
　
簡
易
水
道
事
業
及
び
飲
料
水
供
給
施
設
に
つ
い
て
は
、

新
市
移
行
後
に
お
い
て
基
本
計
画
の
策
定
と
と
も
に
、
法
適

用
を
検
討
す
る
。

イ
　
新
市
に
移
行
後
、
新
た
な
事
業
・
財
政
計
画
を
策
定
す

る
。

ウ
　
保
安
業
務
に
つ
い
て
は
、
新
市
移
行
時
に
危
機
管
理
マ

ニ
ュ
ア
ル
を
策
定
す
る
と
と
も
に
、
適
正
な
業
務
体
制
を
整

備
す
る
。

エ

施
設
管
理
体
制
に
つ
い
て
は
、
新
市
移
行
時
に
管
理
業
務

を
統
一
す
る
。

(

5)

緊
急
応
援
施
設
に
つ
い
て
は
、
新
市
移
行
後
も
協
定

を
継
続
す
る
。

19-

27
下
水
道
等
の
取
扱
い

(

1)

執
行
体
制
に
つ
い
て
は
、
新
市
移
行
時
に
、
上
下
水

道
一
元
化
の
方
向
を
図
る
。
会
計
に
つ
い
て
は
、
新
市
移
行

時
に
、
公
共
下
水
道
・
特
定
環
境
保
全
公
共
下
水
道
・
農
業

集
落
排
水
を
一
つ
の
特
別
会
計
と
し
、
運
営
の
統
一
化
を
図

る
。
な
お
、
合
併
処
理
浄
化
槽
設
置
事
業
は
、
従
来
ど
お
り

一
般
会
計
予
算
と
す
る
。

(

2)

下
水
道
使
用
料
に
つ
い
て
は
、
新
市
移
行
後
も
当
分

の
間
（
5
年
以
内
）
は
現
行
の
料
金
体
系
と
す
る
。
ま
た
、

現
在
整
備
中
の
下
水
道
施
設
整
備
を
行
い
、
サ
ー
ビ
ス
水
準

の
均
衡
を
図
っ
た
上
で
、
資
産
・
経
営
状
況
・
料
金
体
系
等

に
つ
い
て
検
討
し
、
使
用
料
の
統
一
化
に
向
け
下
水
道
審
議

会
に
諮
り
調
整
す
る
。

(

3)

水
洗
化
計
画
に
つ
い
て
は
、
新
市
に
移
行
後
整
備
基

本
計
画
を
作
成
す
る
。
ま
た
、
新
市
に
移
行
後
、
残
事
業
の

推
進
に
当
た
る
。

(

4)

公
共
下
水
道
事
業
及
び
農
業
集
落
排
水
事
業

ア
　
桂
川
中
流
流
域
関
連
公
共
下
水
道
事
業
及
び
特
定
環
境

保
全
公
共
下
水
道
事
業
・
農
業
集
落
排
水
事
業
は
、
現
行
の

ま
ま
新
市
に
継
承
し
、
全
体
整
備
計
画
の
中
で
取
り
組
む
。

イ
　
宅
内
排
水
設
備
工
事
基
準
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
ま
ま

新
市
に
継
承
す
る
。

ウ
　
水
洗
化
促
進
の
利
子
補
給
制
度
に
つ
い
て
は
、
要
綱
を

整
備
し
新
市
に
継
承
す
る
。

(

5)

合
併
処
理
浄
化
槽
設
置
事
業

ア

合
併
処
理
浄
化
槽
設
置
事
業
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
ま
ま

新
市
に
継
承
し
、
全
体
計
画
の
中
で
取
り
組
む
。

イ

維
持
管
理
に
つ
い
て
は
、
合
併
処
理
浄
化
槽
の
処
理
地
域

で
、
適
正
な
浄
化
槽
管
理
と
設
置
促
進
を
目
的
と
し
て
立
ち

上
げ
ら
れ
た
維
持
管
理
組
合
を
存
続
し
、
補
助
金
に
つ
い
て

は
地
域
を
限
定
し
て
一
元
化
の
上
、
新
市
に
継
承
す
る
。

ウ
　
水
洗
化
促
進
の
利
子
補
給
制
度
に
つ
い
て
は
、
要
綱
を

整
備
し
新
市
に
継
承
す
る
。

(

6)

生
活
排
水
処
理
施
設
の
受
益
者
に
対
す
る
支
援
措
置

ア
　
合
併
処
理
浄
化
槽
設
置
整
備
事
業
補
助
に
つ
い
て
は
、

現
行
の
ま
ま
新
市
に
継
承
す
る
。
た
だ
し
、
新
市
移
行
後
5

年
以
内
に
調
整
し
、
国
庫
補
助
基
本
額
の
限
度
額
に
統
一
す

る
。

イ
　
高
度
処
理
型
合
併
処
理
浄
化
槽
設
置
整
備
事
業
補
助
に

つ
い
て
は
、
地
域
を
限
定
し
て
現
行
の
ま
ま
新
市
に
継
承
す

る
。
た
だ
し
、
新
市
移
行
後
5
年
以
内
に
調
整
し
、
国
庫
補

助
基
本
額
の
限
度
額
に
統
一
す
る
。

ウ
　
雑
排
水
処
理
槽
補
助
金
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
ま
ま
新

市
に
継
承
す
る
。
た
だ
し
、
新
市
移
行
後
5
年
以
内
に
廃
止

の
方
向
で
検
討
す
る
。

(

7)

流
域
下
水
道
事
業
負
担
金

桂
川
中
流
流
域
下
水
道
事
業
負
担
金
は
、
現
行
の
ま
ま
新

市
に
引
き
継
ぐ
。
桂
川
中
流
流
域
下
水
道
事
業
に
つ
い
て
は
、

合
併
特
例
法
を
適
用
し
、
合
併
後
10
年
を
超
え
な
い
期
間
内

に
、
流
域
下
水
道
か
ら
公
共
下
水
道
へ
の
移
行
、
移
管
を
行

う
。
移
行
、
移
管
後
に
お
け
る
事
業
の
建
設
投
資
は
新
市
が

行
い
、
そ
れ
以
外
の
起
債
償
還
並
び
に
財
産
等
の
詳
細
な
移

管
方
法
は
、
期
間
内
に
京
都
府
と
協
議
し
決
定
す
る
。

19-

28
農
林
水
産
事
業
の
取
扱
い

(

1)

農
業

ア
　
農
業
振
興
関
連
事
業
に
つ
い
て
は
、
新
市
に
お
い
て
も

国
・
府
補
助
事
業
を
活
用
し
て
事
業
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、

地
域
事
情
や
財
政
状
況
を
総
合
的
に
勘
案
し
な
が
ら
、
町
単

独
事
業
を
引
き
続
き
実
施
す
る
。
な
お
、
農
業
経
営
改
善
支

援
セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て
は
、
新
市
に
移
行
後
、
速
や
か
に
調

整
す
る
。

イ
　
農
業
振
興
関
連
施
設
に
つ
い
て
は
、
地
元
移
管
が
可
能

な
施
設
に
つ
い
て
は
、
新
市
移
行
時
ま
で
に
各
町
に
お
い
て

移
管
し
、
残
存
施
設
に
つ
い
て
は
、
各
施
設
の
事
情
を
尊
重

し
な
が
ら
新
市
に
継
承
す
る
。

ウ
　
生
産
調
整
対
策
事
業
に
つ
い
て
は
、
新
市
に
お
い
て
も

国
・
府
補
助
事
業
を
活
用
し
て
事
業
を
実
施
す
る
。
ま
た
、

町
単
独
事
業
に
つ
い
て
は
、
新
市
移
行
後
、
地
域
及
び
期
間

を
定
め
継
承
す
る
。

エ
　
農
業
関
連
利
子
補
給
制
度
に
つ
い
て
は
、
新
市
に
お
い

て
も
国
・
府
補
助
事
業
を
活
用
し
て
事
業
を
実
施
す
る
。
な

お
、
事
業
廃
止
と
な
っ
た
同
和
地
区
農
地
等
取
得
資
金
、
同

和
地
区
農
業
近
代
化
資
金
及
び
零
細
農
経
営
改
善
資
金
に
つ

い
て
は
、
経
過
措
置
と
し
て
償
還
期
間
終
了
ま
で
新
市
に
引

き
継
ぐ
。

オ
　
土
地
改
良
事
業
等

(

ア)

緑
資
源
機
構
営
南
丹
区
域
農
用
地
総
合
整
備
事
業
は
、


